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第１章 はじめに 

 

昨今、デジタル技術は急速に進歩しており、ＡＩ ※や自動運転、ドローンな

どは人手不足の解消手段として注目を集め、既に特定の分野や業務に対しての

効率化や新しい価値の創出などの効果を生み出しています。また、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、感染症対策として非接触・非対面を積極的に取

り入れた新たな生活様式への移行を図るデジタル技術活用が求められています。 

一方、行政においては、新型コロナウイルス感染症の対応策として実施した

給付金の受給申請手続・支給作業について、各地方公共団体で業務プロセス等

が異なり、横断的なデータの活用ができないなどの理由により遅れや混乱が生

じ、行政におけるデジタル化の遅れが浮き彫りとなりました。 

また、少子高齢化による人口や税収の減少が見込まれる状況において、限ら

れた職員と財源で現状の行政サービスを維持・向上していくことは困難であり、 

ＡＩ・ＲＰＡ ※を始めとしたデジタル技術の活用や働き方改革を推進していく

必要があります。  

さらに、これまで各地方公共団体が個別に調達を行い、独自に運用してきた

情報システムの経費の削減、これからのデジタル社会の基盤となるマイナン 

バーカードの普及促進など、多くの課題が存在しています。 

これらの課題を解決するカギとなるのが、高度なデジタル社会への変革であ

る「デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）」です。ＤＸは、アナログ

をデジタルに置き換えるだけでなく、アナログではできなかったことをデジタ

ルにより実現し、そこに新しい価値を生み出す変革です。 

ＤＸの実現により、社会全体のデジタル化を進め、デジタルで可能なサービ

スが広く浸透し、更にそれらのサービスが連動していくことで、様々な課題を

解決していくことが期待されています。 

そこで、本市では、「新座市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

推進計画」を策定し、デジタル化を軸として、市民目線に立った質の高い行政

サービスの構築に取り組むとともに、スピード重視で既成概念にとらわれない

業務改革を進め、本市の課題解決や市民の利便性向上を目指します。 
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第２章 国及び県の動向 

 

１ 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 

平成２８年（２０１６年）１２月に、「官民データ活用推進基本法」が施

行されました。この法律に基づき、令和２年（２０２０年）７月に策定した

「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」では、

全ての国民がデジタル技術とデータ利活用の恩恵を享受するとともに、安全

で安心な暮らしや豊かさが実感できるデジタル社会の実現に向け、ＡＩや 

ＲＰＡ等の新たな技術により、官民データを積極的に活用するための基本的

施策を掲げています。 

本基本計画は、令和３年（２０２１年）５月のデジタル社会形成基本法の

成立を受けて、同年６月に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」へと改

定されました。   

さらに同年１２月にはデジタル庁の発足に伴い再改定が行われ、デジタル 

社会の実現に向けて迅速かつ重点的に実施すべき取組が示されたところです。 

 出典：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画(概要)」  
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２ デジタル・ガバメント実行計画 

平成２９年（２０１７年）５月に決定した「デジタル・ガバメント ※推進

方針」では、「デジタル技術を徹底活用した利用者中心の行政サービス改

革」、「官民協働を実現するプラットフォーム」、「価値を生み出すＩＴガ

バナンス」の三つの方針を掲げています。 

この方針に基づいて、令和元年（２０１９年）１２月に策定した「デジタ

ル・ガバメント実行計画」では、「必要なサービスが、時間と場所を問わず、

最適な形で受けられる社会」、「官民を問わず、データやサービスが有機的

に連携し、新たなイノベーションを創発する社会」を目指すべき社会像に据

えています。これらの実現に向けて、利用者中心の行政サービス改革を徹底

し、利用者からみて一連のサービスが  、「すぐ使えて」、「簡単で」、

「便利」であり、最初から最後までデジタルで完結することや、新たな事業 

機会の創出、社会的な課題の解決を進めるために、行政が保有する様々な 

データのオープン化や、行政サービスと民間サービスの連携等に取り組むこ

とを求めています。 

本計画は、その後の取組の進展や、新型コロナウイルス感染症への対応で

明らかになった課題を踏まえて令和２年（２０２０年）に改定され、令和３

年（２０２１年）１２月に「デジタル社会の形成に関する重点計画」が改定

されたことに伴い、その内容が重点計画に吸収される形で廃止となりました。 

 

３ デジタル手続法 

令和元年（２０１９年）５月にデジタル手続法が施行され、「デジタル 

ファースト ※」、「ワンスオンリー ※」、「コネクテッド・ワンストップ ※」

を基本原則とし、国、地方公共団体、民間事業者、その他の者が、あらゆる 

活動において情報通信技術の便益を享受できる社会の実現を目指しています。 

また、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性向上や行政運営の簡素

化・効率化を図るために、地方公共団体には努力義務として、行政手続のオ

ンライン化を求めています。 

これを受け、本市においては、令和３年（２０２１年）１２月に、新座市

情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例に、情報通信技術を活用し

て行政手続を行うために必要な事項を定めました。 
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   出典：内閣官房「デジタル手続法の概要」  

 

４ 自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画 

   令和２年（２０２０年）に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大に 

よって、行政分野のデジタル化やオンライン化の遅れが浮き彫りになりまし

た。また、感染症対策として、接触機会を減らすために、テレワークやオン

ライン会議などの活用が急速に進んでいます。     

そこで、国は、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２

年１２月２５日閣議決定）において、目指すべきデジタル社会のビジョンと

して「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶ

ことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優し

いデジタル化～」の方針を示し、住民に身近な行政を担う地方公共団体、と

りわけ市区町村の役割は重要であるということから、地方公共団体が重点的

に取り組むべき事項・内容及び支援策をまとめた「自治体デジタル・トラン 

スフォーメーション（ＤＸ）推進計画」（以下「総務省自治体ＤＸ推進計画」 

といいます。）を策定し、デジタル社会の構築に向けた地方公共団体の取組

の加速化を図っています。 
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出典：総務省「自治体ＤＸ推進計画概要」 

 

５ デジタル改革関連法 

  令和３年（２０２１年）５月に①デジタル社会形成基本法、②地方公共

団体情報システムの標準化に関する法律、③デジタル庁設置法、④デジタル

社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、⑤公的給付の支給等

の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律及び⑥預貯

金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

で構成される、いわゆるデジタル改革関連法が成立しました。 

これまで地方公共団体が独自に構築していた情報システムの標準化・共通

化、デジタル社会の司令塔として機能するデジタル庁の設置、公的給付の支

給の迅速化など、デジタル社会の形成による経済の持続的かつ健全な発展と

国民の幸福な生活の実現を目指しています。 

 



新座市ＤＸ推進計画 第２章 国の動向 
  

- 6 - 
 

 

出典：デジタル庁「これまでのデジタル改革の取組みについて」 

 

６ 埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画 

埼玉県では、快適で豊かな真に暮らしやすい"新しい埼玉県"への変革を目

指し、令和３年（２０２１年）３月に「埼玉県デジタルトランスフォーメー

ション推進計画」を策定しました。この計画では、行政手続のオンライン化

や行政事務のデジタル化を計画的かつ着実に推進するとともに、県民向けの

デジタルサービスの拡充や、５Ｇ・公衆Ｗｉ－Ｆｉ等の通信インフラの普及

促進など、社会基盤としてのデジタルインフラを浸透させることで社会全体

のＤＸの実現を目指すこととしています。 

市町村に関連する施策では、「行政機関連携」として、県が提供している

埼玉県市町村共同クラウドを活用し、市町村情報システムのクラウド化を積

極的に推進することで、セキュリティ水準の向上やシステム構築及び運用に

係るコスト削減を目指すとともに、県及び市町村間におけるデータ連携によ

り、住民サービスの向上を図ることとしています。 
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出典：「埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画」 
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第３章 基本方針 

 

１  本計画の目指すビジョン 

「 デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 に 向 け た 改 革 の 基 本 方 針 」 の ビ ジ ョ ン で あ る

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」の実現に向け、本計画の

ビジョンを次のとおり定めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇 市 民 は、いつでも、どこでも、行 政 手 続 を行 うことが可 能 とな

り、かつ、来 庁 する必 要 がなくなります。 

〇 先 進 技 術 で定 型 的 な業 務 を自 動 化 し、職 員 は企 画 ・相 談 業

務 等 に注 力 し、市 民 サービスを向 上 します。 

〇 情 報 セキュリティ対 策 を徹 底 し、市 民 が安 全 ・安 心 に利 用 でき

るデジタル市 役 所 をつくります。 

〇 紙 で保 有 する市 の情 報 を含 めてデジタル化 し、情 報 を適 切 に

活 用 した政 策 立 案 を行 います。 

ＤＸの推進により 

誰もが便利で生活の豊かさを実感できるまち 新座  

ビジョン  
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２ 基本方針 

新型コロナウイルス感染症を契機に、ライフスタイルに大きな変化が生

まれ、テレワーク、オンライン教育、オンライン診療など、市民の選択肢

が大きく広がり、あわせて、行政サービスに対する市民ニーズも変化して

おり、電子申請やキャッシュレス決済、ワンスオンリーなど、デジタル化

への意識が高まっています。 

また、将来的に少子高齢化の進展による労働力人口や税収の減少などが

見込まれる中においても行政サービスを維持してくために、デジタル技術

を活用した行政事務の効率化がこれまで以上に求められています。 

このような状況を踏まえ、本市の目指すビジョンの実現に向けて、「暮

らし」と「行政」の二つの視点で基本方針を定め、本計画を推進します。  

 

基 本方 針 １ 暮 らしのＤＸ  

手続の最初から最後までオンライン上で完結できるデジタルファースト

の取組、誰にとっても使いやすいシステムであるためのアクセシビリティ

※ の 改 善 、 誰 も が デ ジ タ ル 化 の 恩 恵 を 受 け ら れ る た め の デ ジ タ ル ・ デ バ イ

ド ※ 対 策 な ど 、 市 民 目 線 に 立 っ た 利 便性 の 高 い サ ー ビ スの 構 築 に 取 り 組 み、

市民の暮らしにおける様々な課題をＤＸの推進によって解決することで、

誰もが便利で豊かさを実感できるまちを目指します。  

 

基 本方 針 ２ 行 政のＤＸ  

職員は、デジタル技術の活用により、行政における様々な課題を解決す

るというＤＸ推進の意義を共有し、既成概念にとらわれることなくＡＩ等

の先端技術を積極的に活用するなど、スピード感・チャレンジ精神を持っ

て業務改革に取り組むとともに、ますます巧妙化・高度化するサイバー攻

撃 ※ 等 に 対 す る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 及 び 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 徹 底

し、市民サービスの向上と業務の効率化を目指します。  
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３ 計画期間 

令和４年（２０２２年）９月～令和８年（２０２６年）３月   

 

計画期間は、国が進める施策との整合・連携を図る必要があることから、

総務省自治体ＤＸ推進計画の終期に合わせ、令和８年（２０２６年）３月

までとします。  

なお、デジタル技術の動向や社会情勢の変化、事業の進捗状況を踏まえ、

必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

◆ 計 画 期 間  
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４ 計画の位置付け 

⑴  本計画は、総務省自治体ＤＸ推進計画が示す取組事項を本市で具体化

するための計画として位置付けます。  

⑵  本 計 画 は 、 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 基 本 法 第 ９ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 官 民  

データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画として位置付け

ます。 

⑶  本計画は、新座市総合計画を上位計画とし、ＤＸ推進の観点から各種    

  施策を実現するための方向性を示すための計画として位置付けます。 

⑷  本計画に記載している取組事項の詳細及びその他個別の取組について

は、別途「新座市ＤＸ推進計画アクションプラン」（以下「アクション

プラン」といいます。）を策定し、進行管理を行います。  

   ◆ 計 画 の位 置 付 け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  計画とＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓ ※ とは、「 Sustainable Development Goals (持続可能な開発目

標 )」 の 略 称 で あ り、 平 成 ２ ７ 年 （ ２０ １ ５ 年 ） ９ 月 の国 連 サ ミ ッ ト で 採

択された国際目標です。「地球上の誰一人取り残されない」持続可能な世

界を目指すため、令和１２年（２０３０年）を年限とする１７のゴールで

構成されています。  

本計画においても、ＳＤＧｓの視点を踏まえて各取組を進めていきます。  

※  令 和 ４ 年 度 （ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） は 、 「 市 政 運 営 の 基 本 方 針 」 に 基 づ き 、 推 進 す る 。  

国・県の施策

新座市総合計画(※)

新座市ＤＸ推進計画

令和４年度～令和７年度

新座市ＤＸ推進計画

アクションプラン

令和５年度～令和７年度

総務省自治体ＤＸ推進計画 官民データ活用推進基本法

デジタル手続法 デジタル改革関連法

埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画

反映

整合・推進

後継

第５次新座市情報化推進計画

実施計画

平成２８年度～令和２年度

第５次新座市情報化推進計画
平成２８年度～令和２年度

デジタル社会の実現に向けた重点計画
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６ 計画の推進体制 

ＤＸの推進には、組織全体で取り組む体制が必要です。そこで、本市の

ＤＸ施策を推進する組織として「新座市ＤＸ推進委員会」を設置し、各業

務主管課と緊密に連携しつつ、取組事項の性質に応じて作業部会を設置す

るなど、庁内横断的な体制でＤＸを推進していきます。  

また、各業務主管課が主体となって自らの業務課題の解決に取り組む必

要 が あ る こ と か ら 、 原 則 と し て 各 部 署 か ら 「 Ｄ Ｘ 推 進 員 」 を 選 出 し 、 

「ＤＸ推進員」に対して必要な研修・教育支援を行うとともに、各業務主

管課における業務課題の洗い出しや課題解決策の提案、業務プロセスの見

直しを通じて、市民サービスの向上と業務の効率化を目指します。 

さらに、専門的な知見から助言ができるＣＩＯ補佐官への外部人材の活

用検討や内部のデジタル人材確保・育成に積極的に取り組み、情報化部門

の強化、計画推進における体制の強化を目指します 。  

 

  

◆ 計画の推進体制  
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７  計画推進のスケジュール 

１年を単位とし、ＰＤＣＡサイクルによる施策の進捗確認・評価を踏ま

え、必要に応じて計画に 見 直 しを行い、実行性を高めていきます。 

 
ＰＤＣＡサイクルの流 れ  

 

Ｐ ｌａｎ（計 画 ）   

各部署 内の 調整 役 である ＤＸ 推進 員 を中心 に、 部署 内 の業務 課題 解決

や市 民サ ービ ス向 上の 観点 から 、本 計画 に位 置付 ける 取組 や当 該年 度に

取り組 む内 容を 検 討しま す。 予算 編 成の時 期に おい て は、検 討を 踏ま え 、

必要に応じて予算要求を行います。  

Ｄｏ（実 行 ） 
計画に基づき事業を実施します。  

Ｃｈｅｃｋ（確 認 ） 
当該年 度の 実施 状 況・結 果を 評価 し 、新座 市Ｄ Ｘ推 進 委員会 に報 告し

ます。委員会は報告を受け、改善等の指示、新規施策等を協議します。 

Ａｃｔｉｏｎ（改 善 ） 

市長及 びＣ ＩＯ は 、委員 会協 議の 報 告を受 け、 改善 点 や次年 度の 方向

性を 指示 しま す。 各部 署は 指示 に基 づき 、計 画の 見直 し、 予算 化に 向け

た調査・研究等を検討します。 

 

◆ 計 画 推 進 の年 間 スケジュール  
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第４章 ＤＸの推進に向けた取組 

  

国は、 「世 界最 先 端デジ タル 国家 創 造宣言 ・官 民デ ー タ活用 推進 基本

計画 」で 、「 国民 が安 全で 安心 して 暮ら せ、 豊か さを 実感 でき る強 靭な

デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 」 に 向 け て 、 行 政 の デ ジ タ ル 化 の 徹 底 や マ イ ナ ン  

バー活用の促進等の取組を進めていくこととしました。  

また、 推進 する 取 組を具 体化 ・加 速 化する ため に、 「 デジタ ル・ ガバ

メント 実行 計画 」 が改定 され 、「 総 務省自 治体 ＤＸ 推 進計画 」に おい て 、

デ ジ タ ル 社 会 の 構 築 に 向 け て 地 方 公 共 団 体 が 重 点 的 に 取 り 組 む べ き 事

項・内容及び国による支援策がとりまとめられました。  

「総務 省自 治体 Ｄ Ｘ推進 計画 」で は 、地方 公共 団体 が 取り組 むべ き事

項・内容について、六つの重点取組事項が定められています。 

本市の ＤＸ 推進 計 画では 、こ の六 つ の重点 取組 事項 を 中心に 、「 暮ら

しのＤ Ｘ」 と「 行 政のＤ Ｘ」 の二 つ の基本 方針 の視 点 から取 組を 分類 し 、

これ まで の既 成概 念に とら われ ない ＤＸ の推 進を 目指 しま す。 なお 、本

計画 に記 載し てい ない 個別 の取 組に つい ては 、ア クシ ョン プラ ンに 位置

付け、進行管理を行います。 

目指す べき ＤＸ は 、単な るシ ステ ム 導入そ のも ので は なく、 あく まで

も本市の課題解決や市民の利便性向上を実現することです。  

そのた め、 組織 ・ 業務プ ロセ スの 見 直しも 含め つつ 、 デジタ ル化 を軸

とし た最 適な 解決 策を 検討 する 必要 があ り、 庁内 全体 の業 務を 見渡 し、

最適な組織・業務プロセスを再構築します。  
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基 本方 針 １ 暮 らしのＤＸ  

 

 

① 子 育 て・介 護 ２６手 続 及 び転 出 ・転 入 （転 居 ）手 続 のオンライン化 （令 和 ４年 度 ）  

特 に 国 民 の 利 便 性 向 上 に 資 す る 手 続 に 係 る マ イ ナ ポ ー タ ル ※ か ら の オ ン

ラ イン 手続 （子 育て・ 介護 ２６ 手続 ）につ いて 、令 和４ 年度（ ２０ ２２ 年

度）末までに運用を開始します。  

また、オンラインによる転出届・転入（転居）予約手続についても、同

年度中に運用を開始します。  

 

② オンライン手 続 ・オンライン決 済 の活 用 推 進 （令 和 ４年 度 ～） 

添付書類の省略やオンライン決済機能を活用し、デジタルファーストを

原則とした行政手続のオンライン化を推進します。  

 

 

行政手続のオンライン化は、市民の利便性向上や行政の効率化の効果が

高い取組であるため、これまでも積極的な取組を進めてきましたが、更な

るオンライン申請の利用向上を図るためにも、引き続き、申請件数が多い

手続を優先にして取組を進めます。  

本市においては、総務省自治体ＤＸ推進計画に記載された「特に国民の

利便性向上に資する手続」（次頁「特に国民の利便性向上に資する手続一

覧」参照）である子育て関係（１５手続）、介護関係（１１手続）、被災

者支援関係（１手続）の２７手続のうち、６手続についてオンライン申請

が可能となっていますが、令和４年（２０２２年）度中に子育て・介護関

係の２６手続のオンライン化を実施します。 

ま た 、 「 図 書 館 の 図 書 貸 出 予 約 」 、 「 文 化 ・ ス ポ ー ツ 施 設 等 の 利 用 予

約」、「研修・講習・各種イベント等の申込」、「地方税申告手続（ｅＬ

ＴＡＸ）」、「水道使用開始届等」、「職員採用試験申込」等の市民に身

近 な 手 続 に つ い て も 、 オ ン ラ イ ン 手 続 が 可 能 と な っ て い ま す （ 令 和 ４ 年  

８月現在）。  

今後も、市役所に来庁しなくても手続が完了する環境を整備・拡充する

ため、添付書類の省略や押印の見直しを推進し、マイナポータルによるオ

ンライン手続を含め、更なるオンライン手続の拡大と利用促進を行います。  

⑴ 行 政 手 続 のオンライン化  
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特 に国 民 の利 便 性 向 上 に資 する手 続 一 覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子 育 て関 係   ※ ○は令 和 ４年 ８月 時 点 でオンライン申 請 が可 能 な手 続  
○  １）児 童 手 当 等 の受 給 資 格 及 び児 童 手 当 の額 についての認 定 請 求  

○  ２）児 童 手 当 等 の額 の改 定 の請 求 及 び届 出  

○  ３）氏 名 変 更 ／住 所 変 更 等 の届 出  

○  ４）受 給 事 由 消 滅 の届 出  

○  ５）未 支 払 の児 童 手 当 等 の請 求  

６）児 童 手 当 等 に係 る寄 附 の申 出  

７）児 童 手 当 に係 る寄 附 変 更 等 の申 出  

８）受 給 資 格 者 の申 出 による学 校 給 食 費 等 の徴 収 等 の申 出  

９）受 給 資 格 者 の申 出 による学 校 給 食 費 等 の徴 収 等 の変 更 等 の申 出  

１０）児 童 手 当 等 の現 況 届  

１１）支 給 認 定 の申 請  

１２）保 育 施 設 等 の利 用 申 込  

１３）保 育 施 設 等 の現 況 届  

１４）児 童 扶 養 手 当 の現 況 届 の事 前 送 信  

１５）妊 娠 の届 出  
介 護 関 係  

１）要 介 護 ・要 支 援 認 定 の申 請  

○  ２）要 介 護 ・要 支 援 更 新 認 定 の申 請  

３）要 介 護 ・要 支 援 状 態 区 分 変 更 認 定 の申 請  

４）居 宅 （介 護 予 防 ）サービス計 画 作 成 （変 更 ）依 頼 の届 出  

５）介 護 保 険 負 担 割 合 証 の再 交 付 申 請  

６）被 保 険 者 証 の再 交 付 申 請  

７）高 額 介 護 （予 防 ）サービス費 の支 給 申 請  

８）介 護 保 険 負 担 限 度 額 認 定 申 請  

９）居 宅 介 護 （介 護 予 防 ）福 祉 用 具 購 入 費 の支 給 申 請  

１０）居 宅 介 護 （介 護 予 防 ）住 宅 改 修 費 の支 給 申 請  

１１）住 所 移 転 後 の要 介 護 ・要 支 援 認 定 申 請  
被 災 者 支 援 関 係  

１）り災 証 明 書 の発 行 申 請  



新座市ＤＸ推進計画 第４章 ＤＸの推進に向けた取組 
  

- 17 - 
 

  

 

① マイナンバーカード申 請 支 援 、出 張 申 請 ・広 報 等 （令 和 ４年 度 ～） 

マイナンバーカードは、健康保険証利用を始め、運転免許証や他の国家

資 格証 との 一体 化が検 討さ れ、 デジ タル社 会の 基盤 とし ての活 用が 見込 ま

れ るこ とか ら、 国の方 針に 基づ き、 更なる カー ドの 普及 促進の 取組 を行 い

ます。  

 

② マイナンバーカード活 用 の検 討 （令 和 ４年 度 ～） 

平成２８年（２０１６年）からサービスを開始している証明書のコンビ

ニ 交 付 サ ー ビ ス に 加 え 、 マ イ ナ ポ ー タ ル ※ か ら の オ ン ラ イ ン 手 続 の 拡 大 、

マイナンバーカードの多目的利用など、更なる活用を検討します。  

 

 

マイナンバーカードは、オンラインで確実に本人確認ができ、安全安心

で利便性の高いデジタル社会の基盤となるものです。住民票の写し等の各

種証明書のコンビニ交付、健康保険証としての利用、新型コロナウイルス

感染症予防接種証明書のデジタル化における利用など、利活用が進められ

ており、今後も運転免許証との一体化など、更なる利便性の向上が予定さ

れています。  

国は、令和４年度（２０２２年度）末にはほぼ全国民に行きわたること

を目指しており、本市においてもマイナンバーカード交付円滑化計画に基

づき、市民課の交付窓口体制を整えるとともに、引き続き、「交付時来庁

方 式 ※ 」 ・ 「 申 請 時 来 庁 方 式 ※ 」 に 対 応 す る な ど 、 交 付 体 制 の 強 化 に 努 め

ていきます。  

また、申請支援ブースの開設や休日窓口対応を行うなど、マイナンバー

カードの普及促進に向けた取組も実施しており、令和４年（２０２２年）

８月１日現在、本市のマイナンバーカード交付枚数は７５，５８２枚で、

市民の４５．５％が所持している状況となっています。  

国は、マイナンバーカードを基盤とした安全・安心で利便性の高いデジ

タル社会と公平で効率的な行政の構築を目指しており、本市としてもマイ

ナンバーカードの普及率の状況を見ながら、マイナンバーカードを活用し

た行政サービスの拡大を図ります。  

 

⑵ マイナンバーカードの普 及 促 進 と新 たな活 用 の検 討  
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① 各 分 野 におけるデジタル技 術 の活 用 （令 和 ４年 度 ～） 

防災、教育、子育て、観光、健康・医療等の様々な分野におけるデジタ

ル技術を活用した地域課題の解決に向けた取組を検討します。  

 

② 地 域 社 会 のデジタル化 支 援 （令 和 ４年 度 ～） 

新型コロナウイルス感染症に対応する地域社会を支えるため、中小企業

や町内会等に対するデジタル化への支援について検討します。  

 

 

行政分野だけでなく、防災、教育、子育て、観光、健康・医療等の様々

な分野において、デジタル技術の導入による地域課題の解決や地域経済の

活性化が期待されており、本市においても先進事例等の有効性を見極め、

各分野における積極的なデジタル技術の活用に取り組んでいきます。 

また、新型コロナウイルス感染症への対応や少子高齢化の進展等に伴う

労働力人口の減少等、市民や中小企業等を取り巻く状況が厳しさを増して

いる状況を考慮し、市民や中小企業の様々な活動についてデジタル化への

支援を行います。  

  

⑶  地 域 社 会 のデジタル化  
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⑷ デジタル・デバイド対 策 の推 進  

 

① スマホ教 室 の開 催 （令 和 ４年 度 ～）  

ス マ ー ト フ ォ ン を 保 有 し て い る が あ ま り 使 用 し て い な い 高 齢 者 層 に 対

し 、民 間企 業等 と連携 した スマ ホ教 室を開 催す るな ど、 高齢者 のＩ ＣＴ リ

テラシー ※ の向上に向けた取組を推進します。  

 

② Ｗｉ－Ｆｉの整 備 （令 和 ４年 度 ～）  

大規模災害時における通信手段を確保・提供するため、市内の避難場所

等を中心にＷｉ－Ｆｉの整備を進めます。  

 

③ アクセシビリティの改 善 （令 和 ４年 度 ～）  

公共施設予約システムなど、市民が利用する情報システムにおいて、高

齢 者 や 障 が い 者 の ア ク セ シ ビ リ テ ィ を 高 め る た め の Ｕ Ｉ （ ユ ー ザ ー イ ン  

ターフェース） ※ やデジタル技術の活用を検討します。 

 

 

デジタル・デバイドとは、パソコンやインターネット等の情報技術を利

用する能力及びアクセスする機会を持つ人と持たない人との間に情報格差

が生じる問題です。  

市が発信する情報は市広報に加えて、ホームページやＳＮＳ等を通じて

発信していますが、タイムリーに情報を届けることができるＩＣＴの重要

性は更に高まると考えられます。  

一方で、高齢化の進展に伴い、高齢者のインターネット利用はますます

高まっていくことが予想されることから、高齢者等にデジタル機器の取扱

いを学ぶ機会を提供するなど、市民のデジタル活用を支援することにより、

市が発信する情報を含めて「デジタル・デバイド」の解消を図り、誰もが

デジタル化の恩恵を受けられる社会の実現を目指します。  

また、大規模災害が発生した際には、固定電話や携帯電話の代替手段と

してスマートフォン、タブレット端末によるインターネットへのアクセス

が有効であるため、市内の避難場所等を中心にＷｉ－Ｆｉの整備を進めま

す。 

さらに、公共施設予約システムなど、市民が利用する主要な情報システ

ムについて、操作しやすいＵＩやデジタル技術の活用を検討します。  
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⑸ オープンデータの推 進  

 

① オープンデータの推 進 （令 和 ４年 度 ～） 

埼玉県オープンデータポータルサイト等において、市民等への公開が有

益な情報について順次公開します。 

 

② ＧＩＳの更 新 （令 和 ５年 度 ）  

市が保有する様々な地理情報のオープンデータ化を推進するため、住民

公 開 型 地 理 情 報 シ ス テ ム の 更 新 に 合 わ せ て 、 シ ス テ ム 機 能 の 拡 充 や 公 開 

データの充実を図ります。  

 

③ バスロケーションシステムの導 入 （令 和 ５年 度 ）  

コミュニティバスの現在位置情報検索システムを導入することにより、

バ スの 現在 位置 の確認 や到 着時 間の 予測を 可能 にす るこ とで、 利用 者の 利

便性向上を図ります。  

 

 

平成２８年（２０１６年）１２月１４日に官民データ活用推進基本法が

施行され、この中で地方公共団体のオープンデータ ※ の 取組を推進するこ

とが定められました。本市では国の「推奨データセット ※ 」に基づき、公

共施設一覧、文化財一覧、子育て施設一覧等のデータを公開しています。  

オープンデータの取組は、官民協働の推進、行政の透明性・信頼性の向

上、新たなビジネスの創出促進による経済活性化等の効果が期待されてお

り、ＤＸ推進の観点からも重要であることから、引き続き、国によるオー

プンデータに係る地方公共団体向けのガイドライン・手引書等も参考に、

利用者ニーズに即したオープンデータ化を推進します。  

 

   

コミュニティバス「にいバス」 



新座市ＤＸ推進計画 第４章 ＤＸの推進に向けた取組 
  

- 21 - 
 

⑹ キャッシュレス決 済 の推 進  

 

① キャッシュレス決 済 の拡 大 （令 和 ４年 度 ～） 

市役所の各窓口 、出 張所及び公共施 設へ のキャッシュレ ス決 済の拡大を

検討します。  

ま た 、 本 庁 舎 の 窓 口 （ 市 民 課 、 課 税 課 及 び 納 税 課 ） に 導 入 し た キ ャ ッ 

シュレス決済の利用促進のため、市民への周知を行います。 

 

② ＱＲコード決 済 の導 入 検 討 （令 和 ４年 度 ～）  

Ｑ Ｒ コ ー ド 決 済 ※ は 多 数 の 決 済 サ ー ビ ス が 存 在 し 、 利 用 者 数 も 増 加 し て

い るこ とか ら、 キャッ シュ レス 決済 手段の 一つ とし て導 入の検 討を 行い ま

す。  

 

 

国では、令和元年（２０１９年）６月に閣議決定された「成長戦略フォ

ローアップ」において、令和７年（２０２５年）６月末までにキャッシュ

レス決済比率の倍増（４割程度）を目指し、キャッシュレス決済の推進を

図ることとしています。 

本市では、令和３年（２０２１年）１０月から、感染症拡大防止策の一

環として、本庁舎の一部窓口における手数料の支払について、キャッシュ

レス決済を導入しました。 

行政手続等におけるキャッシュレス決済については、感染症拡大防止の

効果に加え、市民サービスや市民の利便性向上が図られるともに、現金管

理 ・ 会 計 処 理 等 に 係 る 業 務 の 効 率 化 に も つ な が る こ と か ら 、 引 き 続 き 、  

キャッシュレス決済の活用・拡大を進めます。  

  

窓口に導入した  

キャッシュレス決済  
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基 本方 針 ２ 行 政のＤＸ  

⑴   情 報 システムの標 準 化 ・共 通 化  

 

令 和 ７年 度 までに、住 民 記 録 、税 、福 祉 など、自 治 体 の主 要 ２０業 務 を処 理 するシ

ステムについて、国 が策 定 する標 準 仕 様 書 に基 づいて開 発 される標 準 準 拠 システム

へ移 行 する必 要 があります。 

 

① 推 進 体 制 の構 築 ・業 務 プロセスの見 直 し（令 和 ４〜７年 度 ） 

関係課で構成する推進体制を構築し、独自のカスタマイズを行っていた

機能等に関する業務プロセスの見直し（ＢＰＲ ※ ）を進めます。  

 

② 現 行 システム調 査 ・Fit & Gap 分 析 の実 施 （令 和 ４・５年 度 ）  

現 行 シ ス テ ム と 国 の 定 め る 標 準 仕 様 書 と の Ｆ ｉ ｔ ＆ Ｇ ａ ｐ 分 析 ※ 、 移 行

準備（現行システム分析調査、文字の標準化等）を行います。  

 

③ 住 民 情 報 システム選 定 ・移 行 （令 和 ５～７年 度 ）  

② の 結 果 を 踏 ま え 、 本 市 に 最 適 な シ ス テ ム を 選 定 し 、 令 和 ７ 年 度  

（２０２５年度）末までに円滑な移行を行います。  

 

 

令和３年（２０２１年）５月に成立した「地方公共団体情報システムの

標準化に関する法律」により、地方公共団体は情報システムの標準化・共

通化を実施することとなりました。目標時期を令和７年度（２０２５年度）

として、基幹系２０業務のシステムについて、国が整備するクラウドサー

ビ ス 基 盤 で あ る 「 Gov-Cloud（ ガ バ メ ン ト ・ ク ラ ウ ド ）」 へ 移 行 す る 必 要

があります。  

基幹系システムについては、これまで事業者が開発したパッケージシス

テムをベースに本市独自のカスタマイズを加え運用してきました。しかし、

各地方公共団体が個別にシステムを調達する費用負担や業務負担を削減す

るため、国の主導により地方公共団体の業務プロセスや保有データの標準

化 が 進 め ら れ 、 「 Gov-Cloud（ ガ バ メ ン ト ・ ク ラ ウ ド ）」 上 に 基 幹 系 ２ ０

業 務 の シ ス テ ム 構 築 が 予 定 さ れ て い ま す 。 本 市 に お い て も 、 令 和 ７ 年 度

（ ２ ０ ２ ５ 年 度 ） 末 ま で に 、 基 幹 系 ２ ０ 業 務 の シ ス テ ム を 「 Gov-Cloud

（ガバメント・クラウド）」へ移行します。  
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〇基 幹 系 ２０業 務 ・・・児 童 手 当 、子 ども・子 育 て支 援 、住 民 基 本 台 帳 （外 国 人

含 む）、戸 籍 の附 票 、印 鑑 登 録 、選 挙 人 名 簿 管 理 、固 定 資 産 税 、個 人 住 民

税 、法 人 住 民 税 、軽 自 動 車 税 、戸 籍 、就 学 （学 齢 簿 、就 学 援 助 ）、健 康 管 理 、

児 童 扶 養 手 当 、生 活 保 護 、障 がい者 福 祉 、介 護 保 険 、国 民 健 康 保 険 、後 期

高 齢 者 医 療 、国 民 年 金  

 

◆ ガバメントクラウドのイメージ図  

 

出 典： 総 務 省「 自 治 体 情報 シ ス テム の 標 準 化・ 共 通 化に 係 る 手 順書 【 第 1.0版 】 」  
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⑵ ＡＩ・ＲＰＡの利 用 促 進  

 

① ＡＩの活 用 （令 和 ４年 度 ～） 

ＡＩ議事録作成 ※ 、 ＡＩ保育所入所選考 ※ 、ＡＩチャットボ ット ※ など、

ＡＩ技術の研究を進め、適切なＡＩ技術等の導入を進めます。   

また、経費削減のため、県及び県内市町村との共同利用についても検討

します。  

 

② ＲＰＡ等 の活 用 （令 和 ４年 度 ～） 

ＲＰＡの適用手続を拡大するとともに、既存のＲＰＡ適用手続における

維持管理を行います。  

ま た 、 紙 媒 体 の 文 字 情 報 を 自 動 的 に 電 子 デ ー タ に 変 換 で き る Ａ Ｉ －  

ＯＣＲを活用して、更なるＲＰＡの活用を図ります。  

 

 

令和２年（２０２０年）１２月に改定された「デジタル・ガバメント実

行計画」では、本格的な人口減少社会を見据え、地方公共団体は限られた

経 営 資 源 の 中 で 持 続 可 能 な 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 し 続 け て い く た め に 、   

ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術を今後積極的に活用すべきとされています。 

こ れ ら の デ ジ タ ル 技 術 は 日 々 急 速 に 進 歩 し て お り 、 こ れ ま で の 事 務 や  

サービスを大きく変化させることが可能です。特にＲＰＡは、これまで職

員が行っていた手入力による業務を自動化するものであることから、生産

性 の 向 上 に よ り 大 幅 な 時 間 の 削 減 が 可 能 で あ り 、 本 市 に お い て も 年 間   

２，０００時間を超える削減効果が出ています（令和４年３月現在）。 

これらの技術は、定型的かつ大量の処理を行う事務に適用することで高

い効果が見込まれることから、対象として適切な事務を選定して効果的な

導入を図り、職員は人にしかできない企画業務や相談業務に専念する環境

を作ることで、市民サービスの向上を目指します。  
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⑶ テレワークの推 進  

 

① テレワークの推 進 （令 和 ４年 度 ～） 

新型コロナウイルス感染症の拡大による出勤抑制の必要性から、本市に

お いて もテ レワ ークの 推進 が求 めら れてい ます が、 災害 時等の 業務 継続 性

の 確保 や働 き方 改革の 推進 にも 効果 的なツ ール であ るた め、更 なる 活用 を

推進します。  

 

② ビジネスチャットの導 入 ・運 用 （令 和 ４年 度 ～） 

テレワーク業務を効率的に行う環境を構築するため、ビジネスチャット

を 導入 しま す。 ビジネ スチ ャッ トに ついて は、 情報 共有 の即時 性や 業務 の

効 率 化 等 の 効 果 が あ る こ と か ら 、 様 々 な 業 務 で の 活 用 を 推 進 し て い き ま

す。  

 

 

テレワークは、子育て世代やシニア世代、障がいのある方も含め、一人

ひとりのライフステージや生活スタイルに合った多様な働き方を実現する

とともに、災害や感染症の発生時における業務継続性を確保するために有

効です。 

本市においては、令和２年度（２０２０年度）から新型コロナウイルス

感染症拡大防止策として、自宅から庁内ＬＡＮに接続できる環境を整備し

てきましたが、引き続き、感染症の感染拡大期、災害発生時における柔軟

で継続性の高い事務処理体制を維持していくとともに、在宅勤務を実施で

きる柔軟な働き方の実現を図るため、テレワークの環境整備を進めます。  

また、テレワーク実施時の生産性向上を図るため、ビジネスチャットや

文書の管理・編集を支援するツールを活用するなど、更なるペーパーレス

化も推進していきます。 
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⑷ セキュリティ対 策 の徹 底  

 

① セキュリティポリシーの見 直 し（令 和 ４年 度 ～） 

国の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイド

ラ イン 」を 踏ま え、適 宜、 本市 の情 報セキ ュリ ティ ポリ シーの 見直 しを 行

い、情報セキュリティ対策の徹底に取り組みます。  

 

② 「次 期 埼 玉 県 自 治 体 情 報 セキュリティクラウド」への移 行 （令 和 ４年 度 ～）  

サイバー攻撃の増加などの新たな脅威に対応するため、セキュリティ専

門 人材 によ る監 視機能 の強 化や 自治 体にお ける 高度 なセ キュリ ティ 水準 の

確 保を 図る ため 、国が 示す セキ ュリ ティ要 件に 基づ き、 埼玉県 及び 県内 市

町 村が 共同 で構 築・運 用す る、 「次 期埼玉 県自 治体 情報 セキュ リテ ィク ラ

ウド」に移行します。  

 

 

平成２７年（２０１５年）５月の日本年金機構における個人情報流出事

案を受け、同年１２月に国から自治体に対して自治体情報セキュリティ対

策の抜本的強化について方針が示されました。本市においては、この方針

に基づき、インターネットとＬＧＷＡＮ系ネットワークとの分離、個人番

号を取り扱うシステムへのログインにおける生体認証の導入、自治体のイ

ンターネットの接続口を高度なセキュリティ対策が講じられた自治体情報

セキュリティクラウド ※ に集約する等 のセキュリティ対策を講じてきまし

た。 

令和２年（２０２０年）以降、行政手続のオンライン化、テレワークの

普及等のデジタル化の動向や、サイバー攻撃の増加といった課題への対応

を踏まえ、国において新たな自治体情報セキュリティ対策が検討され、方

針が示されています。 

市が保有する情報資産を適切に管理し、高度化・巧妙化するサイバー攻

撃や人的な要因による個人情報の漏えい等から情報資産を守るため、国が

示す方針に基づき市のセキュリティポリシー ※ を適宜見 直すなど、セキュ

リティ対策を徹底します。  
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⑸ BPRの取 組 の推 進  

 

添 付 書 類 の省 略 ・押 印 廃 止 ・業 務 プロセスの見 直 し（令 和 ４年 度 ～） 

 

情 報 シ ス テ ム の 標 準 化 ・ 共 通 化 、 行 政 手 続 の オ ン ラ イ ン 化 、 Ａ Ｉ ・   

Ｒ ＰＡ の活 用等 、ＤＸ を推 進し てい く上で 、全 てに 関連 するＢ ＰＲ の取 組

（ 添付 書類 の省 略・押 印廃 止・ 業務 プロセ スの 見直 し） を全庁 的な 視点 で

進め、最適な組織・業務プロセスを再構築します。  

 

 

情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化等の推進に伴

い、申請の受付や手数料の納付等の業務プロセスについて、従来の紙や現

金による方法から、電子データやオンライン（キャッシュレス）決済によ

る方法へと変化が生じます。デジタル化による業務効率化や生産性向上等

のメリットを最大限享受するためには、これらの変化に合わせ、申請に対

する審査事務や収納事務等の市の内部事務の再構築に取り組む必要があり

ます。 

あわせて、市民等から提出される書類や内部事務で用いる書類の書面・

押印等の見直し、添付書類の省略や手数料の電子納付の活用促進など、市

民目線に立った行政サービスの再構築及び業務の効率化を推進していく必

要があります。  

ＤＸは、組織の壁を越えて、多くの業務に関係する取組を推進していく

ものです。ＤＸを業務改革の契機と捉え、各部署が主体性を持ってＢＰＲ

に取り組みます。  
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⑹ デジタル技 術 活 用 人 材 の確 保 ・育 成  

 

① ＩＣＴ研 修 の充 実 （令 和 ４年 度 ～）  

地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 に よ る ｅ ラ ー ニ ン グ ※ を 始 め と す る 研

修 、新 入職 員に 対する 初任 者研 修等 の研修 を活 用し て、 全職員 に計 画的 な

研修を行います。 

また、情報システム部門や各部署のデジタル人材については、より高度

な 知識 が身 に付 くよう 、地 方公 共団 体情報 シス テム 機構 が実施 する 研修 や

民間の研修への参加などを組織的に行います。  

 

② 外 部 人 材 の活 用 （令 和 ４年 度 ～） 

ＣＩＯ（最高情報統括責任者）を技術的・専門的知見からサポートする

ＣＩＯ補佐官の任用等、外部人材の活用を積極的に検討します。  

 

 

ＤＸの推進や適正なシステム調達を行うためには、それを担うＩＣＴ・

セキュリティについての知識を持った人材の確保・育成が重要になります。 

事務の効率化に有効なデジタル技術への理解と活用促進を図るため、先

端技術や情報セキュリティ等に係る研修を定期的に実施し、新たなデジタ

ル技術への不安が改革のブレーキとならないよう、全職員のＩＣＴリテラ

シーの向上を図ります。 

また、国によるデジタル人材の確保・育成に係る事業等の積極的な活用

を検討するとともに、外部人材の活用について検討します。  
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⑺ オンライン会 議 の推 進  

 

① オンライン会 議 の推 進 （令 和 ４年 度 ～） 

インターネットによるオンライン会議に加え、機密情報等を含む会議も

開催できるようＬＧＷＡＮ ※ －ＡＳＰ ※ によるオンライン会議を活用し、調

整 会議 ・研 修等 を実施 しま す。 また 、市民 と行 政の 間で 利用で きる セキ ュ

アなオンライン会議システムについて導入の検討を行います。  

 

② 庁 内 ＬＡＮシステムの更 新 （令 和 ５年 度 ）  

大規模なオンライン会議や研修にも対応できるよう庁内ＬＡＮ環境の強

化・改善を図ります。  

 

    

本市では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、オンライン会

議を推進し、庁内職員同士の会議及び調整、他団体や事業者との調整、説

明会等に活用してきました。 

オンライン会議は、移動時間の削減や使用できる会議室がない時間帯で

も会議を行える等、業務の効率化に有効なツールであることから、本市で

は新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一時的な対応としてだけでなく、

時間・場所にとらわれないメリットをいかし、引き続き、会議や研修等に

活用します。  

一方で、会議データの所在、通信の暗号化等、情報セキュリティの観点

から、特に契約プロセスを通さない無料のオンライン会議サービスの利用

は注意が必要です。高度なセキュリティが確保されたＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ

※ によるオンライン 会議を活用するとともに、市民相談や市民が参加する

会議についてオンライン化を検討します。 

  



新座市ＤＸ推進計画 第４章 ＤＸの推進に向けた取組 
  

- 30 - 
 

⑻ ペーパーレス化 の推 進  

 

① 文 書 管 理 システムの導 入 （令 和 ６年 度 ） 

電 子 決 裁 、 電 子 文 書 等 の 適 切 な 管 理 を 行 う た め 、 文 書 管 理 シ ス テ ム を 導 入

します。  

 

② 窓 口 のデジタル化 （令 和 ４年 度 ～）  

窓口におけるタブレット端末を活用した市民への各種手続の案内、書か

ない窓口の導入等について検討します。  

 

 

ペーパーレス化は、紙資源の使用削減による自然環境の保全及び業務の

効率化を進めていく上で重要な項目の一つであり、これまで、タブレット

端末の導入、ペーパーレス会議の実施等により推進してきました。 

今後は、働き方改革の一つとして推進しているテレワークの推進や昨今

問題となっている公文書の改ざんなどに対応するため、文書管理システム

の導入を進め、更なるペーパーレス化を図ります。 

また、個人情報の取扱いを含めた情報セキュリティを確保しつつ、窓口

業務におけるタブレット端末活用の検討を進め、業務の効率化を図ります。  

 

   

本庁舎の窓口  
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♦ 用語集 ♦  

アルファベット  

・ＡＩ（ Artificial Intelligence：人工知能）  

   人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム全般、あるいは、

人間が知的と感じる情報処理・技術全般のこと。  

・ＡＩ議事録作成 

   会議中の音声をＡＩが自動認識してテキスト化するシステムのこと。 

・ＡＩチャットボット  

   チャットボットとは、テキストや音声を通じて会話を自動的に行うプログ

ラムであり、ＡＩの技術を取り入れたチャットボットのこと。  

・ＡＩ保育所入所選考  

   保育所の入所選考において、ＡＩで自動的に最適な選考を行うシステムの

こと。   

・ＢＰＲ（ Business Process Reengineering：業務改革 ) 

業務のプロセス全体について、詳細に分析・評価・改善を行うことを通じ

て、抜本的な業務効率化と利便性向上の双方を実現すること。  

・ＣＩＯ（ Chief Information Officer：最高情報総括責任者 ) 

情報化施策の最高責任者であり、本市における情報化施策の推進を統括管

理する役職のこと。 

・ｅラーニング   

情報通信技術、主にインターネットを利用した学習方法のこと。  

・Ｆｉｔ＆Ｇａｐ分析  

   事業者の提供するパッケージソフトの機能が、利用者として求める要件に

適合（ fit）している点と乖離（ gap）している点を明らかにし、事業者の提

供するパッケージソフトと利用者として求める要件との適合性を判断する分

析手法のこと。 

・ＩＣＴ（ Information and Communication Technology：情報通信技術 ) 

   情報や通信に関連する科学技術の総称のこと。  

・ＩＣＴリテラシー 

   ＩＣＴを利用して情報処理やコミュニケーションを行う能力のこと。 

・ＬＧＷＡＮ（ Local Government Wide Area Network：総合 行 政 ネッ ト ワ ーク ) 

地方公共団体の組織内ネットワーク (庁内ＬＡＮ )を相互に接続し、地方公

共団体間のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の高度利用

等を図ることを目的とした、高度なセキュリティを維持した行政専用のネッ

トワーク (インターネットから切り離された閉域ネットワーク )のこと。  

・ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ（ＡＳＰ： Application Service Provider）  

ＬＧＷＡＮを通じて、サービス利用者である地方公共団体に、各種行政事

務サービスを提供する仕組みのこと。 

・ＱＲコード決済 

   アプリを使用し、スマホに表示されたコードを店舗側に読み取ってもらう

か、店舗のＱＲコードを読み取って決済すること。  

・ＲＰＡ （ Roboti c  P r o c e s s  A u t o m a t i o n： ロ ボ テ ィ ッ ク プ ロ セ ス オ ー ト メ ー シ ョ ン ）  

   人間がコンピュータ操作にて行う作業を、ソフトウェアによる自動的な操

作により代替する仕組みのこと。  
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・ＵＩ（ User Interface：ユーザーインターフェース） 

   ユーザーに対する情報の表示様式や、ユーザーのデータ入力方式を規定す

る、コンピュータシステムの操作感、操作性のこと。  

 

 

 

    

     

 ◆ １７のゴール 

 

 

   

１  貧 困 を な く そ う  

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わ

らせる 

２  飢 餓 を ゼ ロ に  

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改

善を実現し、持続可能な農業を促進する 

３  す べ て の 人 に 健 康 と 福 祉 を  

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する 

４  質 の 高 い 教 育 を み ん な に  

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教

育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

５  ジ ェ ン ダ ー 平 等 を 実 現 し よ う  

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及

び女性の能力強化を行う 

６  安 全 な 水 と ト イ レ を 世 界 中 に  

すべての人々の水と衛星の利用可能性と持

続可能な管理を確保する 

７  エ ネ ル ギ ー を み ん な に そ し て ク リ ー ン に  

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続

可能な近代的エネルギーへのアクセスを確

保する 

８  働 き が い も  経 済 成 長 も  

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて

の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい

のある人間らしい雇用（ﾃﾞｨｰｾﾝﾄ・ﾜｰｸ）を

促進する 

９  産 業 と 技 術 革 新 の 基 盤 を つ く ろ う  

強靭（ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ）なインフラ構築、包摂的かつ

持続可能な産業化の促進及びイノベーションの

推進を図る 

10  人 や 国 の 不 平 等 を な く そ う  

国内及び各国間の不平等を是正する 

11  住 み 続 け ら れ る ま ち づ く り を  

包摂的で安全かつ強靭（ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ）で持続可

能な都市及び人間居住を実現する 

12  つ く る 責 任  つ か う 責 任  

持続可能な生産消費形態を確保する 

13  気 候 変 動 に 具 体 的 な 対 策 を  

気候変動及びその影響を軽減するための緊

急対策を講じる 

14  海 の 豊 か さ を 守 ろ う  

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を

保全し、持続可能な形で利用する 

15  陸 の 豊 か さ も 守 ろ う  

陸域の生態系の保護、回復、持続可能な利

用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化

への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回

復及び生物多様性の損失を阻止する 

16  平 和 と 公 正 を す べ て の 人 に  
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促

進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供

し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任の

ある包摂的な制度を構築する 

1 7  パ ー ト ナ ー シ ッ プ で 目 標 を 達 成 し よ う  

持続可能な開発のための実施手段を強化し、

グローバル・パートナーシップを活性化する 

ＳＤＧｓ  
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五 十 音 順  

 

【あ行】  

・アクセシビリティ 

機 器 や ソ フ ト ウ ェ ア 、 シ ス テ ム な ど が 身 体 や 能 力 の 違 い に か か わ ら ず 、

様々な人から同じように利用できる状態やその度合いのこと。  

・オープンデータ 

機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開され

たデータであり、人手を多くかけずにデータの二次利用が可能とされている

もののこと。  

 

【か行】  

・交付時来庁方式 

マイナンバーカードについて、申請時は自宅などでスマートフォンや郵送

等で申請し、カード交付の際に市役所に来庁し受け取る仕組みのこと。  

・コネクテッド・ワンストップ  

民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップ（１か所）で

実現すること。 

 

【さ行】  

・サイバー攻撃 

   サ ー バ や パ ソ コ ン 等 に 対 し 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て 破 壊 活 動 や デ ー タ の  

窃取、改ざんなどを行うこと。  

・自治体情報セキュリティクラウド 

各都道府県単位で、都道府県と市区町村のインターネットの出入口を集約

し、通信の監視及びログ分析をはじめ高度なセキュリティ対策を実施するた

めに構築した仕組みのこと。  

・申請時来庁方式 

   マイナンバーカードについて、申請時に窓口で顔写真を撮影し、本人確認

と暗証番号の設定を行うと、後日、本人限定受取郵便でマイナンバーカード

を自宅に郵送される仕組みのこと。 

・推奨データセット 

オープンデータの公開とその利活用を促進することを目的とし、政府とし

て公開を推奨するデータと、そのデータの作成に当たり準拠すべきルールや

フォーマット等を取りまとめたもののこと。  

・セキュリティポリシー  

   企業などの組織における情報資産の情報セキュリティ対策について、総合

的・体系的かつ具体的に取りまとめたものであり、どのような情報資産をど

のような脅威から守るのかについての基本的な考え方（基本方針）と、その

基本方針で定めた情報セキュリティを確保するために遵守すべき行為や判断

などの基準（対策基準）とから構成されているもののこと。 

 

【た行】  

・デジタル・ガバメント  

コンピュータやネットワークなどの情報通信技術（ＩＴ）を行政のあらゆ
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る分野に徹底活用することにより、効率的・効果的な電子政府・電子自治体

を実現している状態のこと。  

・デジタル・デバイド  

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できな

い者との間に生じる格差のこと。  

・デジタルファースト  

個々の手続・サービスについて最初から最後まで一貫してデジタルで完結

できる仕組みのこと。  

 

【ま行】  

・マイナポータル 

   政府が運営するオンラインサービス。子育てや介護をはじめとする、行政

手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお

知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトのこと。 

 

【わ行】  

・ワンスオンリー 

一度行政機関が提出を受けた情報は、再度の提出を求めない仕組みのこと。  
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